
平成１７年(行ケ)第１０１８２号　審決取消請求事件
平成１７年９月１４日口頭弁論終結
                　　　　  判決
　　
                原告                　シチズン時計株式会社
                訴訟代理人弁理士      高  宗  寛  暁
                同 　      宮  島    　明
　　            被告              　　株式会社明電舎
                訴訟代理人弁護士　　　光  石  忠  敬
                同 　    　光  石  俊  郎
                訴訟代理人弁理士      田  中  康  幸
                同 　    　松  元    　洋
                　　　　　主文
                  　原告の請求を棄却する。
                  　訴訟費用は原告の負担とする。
                　　　　  事実及び理由
第１　当事者の求める裁判
  １　原告
    (1)　特許庁が無効２００３－３５２３７号事件について平成１５年１１月２６
日にした審決を取り消す。
    (2)　訴訟費用は被告の負担とする。
  ２　被告
    　主文同旨
第２　当事者間に争いのない事実等
  １　特許庁における手続の経緯
    　被告は，発明の名称を「水晶振動子及びその製造方法」とする特許第２０３
６７７９号の特許（昭和６０年８月７日出願，平成８年３月２８日設定登録。以下
「本件特許」という。発明の数は２である。以下，設定登録時の明細書と図面を
「本件明細書」という。）の特許権者である。
    　原告は，平成１５年６月９日，本件特許のうち特許請求の範囲第１項の発明
を無効とすることについて審判を請求した。特許庁は，この請求を無効２００３－
３５２３７号事件として審理し，その結果，平成１５年１１月２６日，「本件審判
の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年１２月３日，その謄本を原告に送
達した。
  ２　特許請求の範囲
    「１ リード端子を有する水晶振動子片を金属ケースよりなる保持容器内に封入
して水晶振動子本体を構成し，保持容器の底部から同じ側に導出された２本のリー
ド端子に外部端子を接続してモールドするものにおいて，
    前記保持容器の外周面の形状に適合する曲面を有する保持容器外周面位置決め
用片と，前記保持容器の頂面に当接する保持容器頂面位置決め用片とを設け，
    前記外周面位置決め用片と保持容器頂面位置決め用片により水晶振動子本体を
位置決めしてモールドすると共に，前記外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位
置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子としたことを特徴とする水晶振動
子。」（以下「本件発明」という。）
  ３　審決の理由
      別紙審決書の写しのとおりである。要するに，本件発明は，本件特許出願当
時の周知・慣用技術及び当業者の技術常識を勘案しても，本件特許出願の日前の実
用新案登録出願であって本件特許出願後に出願公開された実願昭５９－１２５８３
９号（実開昭６１-４００３２号）のマイクロフィルム（以下「引用刊行物」とい
う。）に記載された考案（以下「引用発明」という。）と同一であるとは認められ
ないから，特許法２９条の２の規定に違反してなされたものとすることはできない
というものである。
    　審決が上記結論を導くに当たり認定した引用発明の内容，これと本件発明と
の一致点・相違点は，次のとおりである。
    (1)　引用発明の内容
      「リード線(12)を有する水晶振動子片を金属ケースよりなる円筒形状の保持
容器内に封入して水晶振動子本体を構成し，保持容器の底部から同じ側に導出され
た２本のリード線(12)にリードフレーム(13)を熱硬化性の導電性固着部材(24)で固



着して接続し，樹脂等の物質(15)でモールドするものにおいて，
      　前記リードフレーム(13)とは反対側にあるリードフレーム(13’)に圧電振
動子(11)を位置合わせした後，導電性の固着部材(26)により圧電振動子(11)を固着
し，
      　モールド時に，圧電振動子(11)は物質(15)によるモールドの際の高圧でも
該リードフレーム(13’)と位置ズレを起こすことなくモールドさせ，
      　該リードフレーム(13’)を水晶振動子本体アース用外部端子とした水晶振
動子。」 
    (2)　一致点 
      「リード端子を有する水晶振動子片を金属ケースよりなる保持容器内に封入
して水晶振動子本体を構成し，保持容器の底部から同じ側に導出された２本のリー
ド端子に外部端子を接続してモールドするものにおいて，
      　前記保持容器の外周面の形状に適合する保持容器外周面位置決め用片と，
      　保持容器頂面位置決め用片とを設け，
      　前記外周面位置決め用片と保持容器頂面位置決め用片により水晶振動子本
体を位置決めしてモールドすると共に，
      　前記外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本
体アース用外部端子とした水晶振動子」である点。
    (3)　相違点 
      　本件発明にあっては，保持容器外周面位置決め用片と保持容器頂面位置決
め用片が，「前記保持容器の外周面の形状に適合する曲面を有する保持容器外周面
位置決め用片と，前記保持容器の頂面に当接する保持容器頂面位置決め用片」であ
り，水晶振動子本体の位置決めを，「前記外周面位置決め用片と保持容器頂面位置
決め用片」により行うものであるのに対して，引用発明にあっては，保持容器外周
面位置決め用片と保持容器頂面位置決め用片に相当する「リードフレーム(13’)」
が，保持容器の外周面の形状に適合する「曲面を有する」ものであるか明らかでな
く，また「保持容器の頂面に当接する」ものであるかも明らかではなく，さらに水
晶振動子本体の位置決めを，「リードフレーム(13’)と導電性の固着部材(26)」に
より行うものである点。
第３　原告主張の取消事由の要点
  １　取消事由１（手続違法）
    　審決は，原告が審判請求において主張した無効理由について何ら判断を示し
ていないばかりか（特許法１５７条２項４号違反），職権で取り上げた無効理由に
ついて審理するに当たり，原告に対し，通知をせず，意見を申し立てる機会を与え
なかった（同法１５３条２項違反）ものであるから，違法として取り消されるべき
である。
    (1)　引用刊行物には，「従来技術の記載及び第２図に係る考案」（以下「従来
考案」という。）と「従来考案の改善の記載及び第１図に係る考案」（以下「出願
考案」という。）とが記載されている。
      　原告は，審判請求書（甲１６）において，従来考案が特許法２９条の２の
「本件特許出願の日前の他の実用新案登録出願」に該当し，この従来考案と本件発
明とが実質的に同一であることを本件発明に係る特許の無効理由として主張した。
      　しかるに，審決は，出願考案を引用発明として認定し，これと本件発明と
を対比して，これらが同一でないとの判断をしたものの，原告が主張した従来考案
との同一を根拠とする無効理由については，何らの判断も示していない。このこと
は，審決に理由が付されていない場合に該当するから，審決には，「審決の結論及
び理由」を記載しなければならないとした特許法１５７条２項４号に違反する違法
がある。
    (2)　審決は，原告が申し立てていない出願考案を引用発明として認定し，これ
と本件発明とを対比して，審決の結論に至ったものであり，このように原告の申し
立てていない無効理由を，無効請求排斥の理由とするためには，その前提として，
当該新たな無効理由に関して，審判請求人（原告）に対し，通知をし，意見を申し
立てる機会を与えることが必要である（特許法１５３条２項）。
      　しかるに，本件においては，原告に対し，そのような通知がなく，意見を
申し立てる機会も与えられなかったから，審決には，特許法１５３条２項に違反す
る違法がある。
  ２　取消事由２（不適格な引用発明の認定）
      審決は，本件発明と対比判断すべき引用発明として，従来考案の内容を認定



すべきであるのに，適格性を欠く出願考案を引用発明として認定したものであり，
この誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違法として取り消される
べきである。
    (1)　引用刊行物に示された従来考案の構成は，次のとおりである。
      ａ　リード端子（リード線１２）を有する水晶振動子片を金属ケースよりな
る保持容器内に封入して水晶振動子本体を構成し，保持容器の底部から同じ側に導
出された２本のリード端子に外部端子（リードフレーム１３）を接続してモールド
するものである。
      ｂ　前記保持容器の外周面の形状に適合する保持容器外周面位置決め用片
（リードフレーム１３’）を有している。ただ，保持容器の外周面の形状に適合す
る「曲面を有する」ものであるかは明らかでない。
      ｃ　前記保持容器の頂面に当接する保持容器頂面位置決め用片（リードフレ
ーム１３’）を有している。
      ｄ　前記外周面位置決め用片と保持容器頂面位置決め用片により水晶振動子
本体を位置決めしてモールドしている。
      ｅ　外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体
アース用外部端子とすることができる水晶振動子である。
    (2)　上記従来考案の構成のｂ，ｃ及びｅについて補足する。
      ア　上記構成ｂの「曲面を有する」構成とすることは，当業者に周知・慣用
の技術的事項ないし自明の事項であり，審決も同様の判断をして，この構成は引用
刊行物に実質的に開示されていると認められるとしている。
      イ　上記構成ｃについては，引用刊行物に「圧電振動子１１は他のリードフ
レーム１３’に位置合わせされているものである」（２頁１９行～２０行)と記載さ
れており，さらに第２図を見れば，他のリードフレーム１３’が保持容器の頂面に
当接する保持容器頂面位置決め用片として設けられていることが明らかである。
        　審決も認定しているように（審決書２２頁２７行～２９行），「保持容
器の頂面に当接する」構成とすることは従来より周知の技術的事項であるから，そ
のような周知技術の存在の下で，従来考案と出願考案を対比し，当業者の技術常識
に照らして引用刊行物の記載及び図面に基づき判断すれば，上記の「圧電振動子１
１は他のリードフレーム１３’に位置合わせされている」とは，「圧電振動子１１
は他のリードフレーム１３’に位置決めされている」と同じ意味であり，リードフ
レーム１３’によって保持容器の外周面を保持し，頂面を当接して，圧電振動子１
１が位置決めされていることは明白である。
        　また，出願考案は，従来考案において，圧電振動子１１が他のリードフ
レーム１３’によって位置決めされて実施又は実施可能な一定の技術的効果を有し
ていたものを，導電性の固着部材２６で固着して保持容器が動かないように完全に
固定するようにして，更に改善したものである。したがって，従来考案において，
位置決めがなされていないのであれば，そもそも実施又は実施可能な技術とはなり
得ないものである。位置決めがされていないと，リード線を所定の位置に半田等で
固着することができないし，モールドも所定形状にできないからである。以上のこ
とから，従来考案においても，位置決めのために，保持容器の頂面に当接する保持
容器頂面位置決め用片を有していたことは明らかである。
      ウ　上記構成ｅについて，従来考案も，出願考案と同様にかかる構成を有し
ていることは明らかである。
        　外周面位置決め用片及び保持容器頂面位置決め用片は金属製のリードフ
レーム（13’）により構成され，保持容器は金属製ケースからなっているために，
それらが接触すると電気的に導通する。そして，外周面位置決め用片は，位置決め
のために保持容器の外周面の形状に適合している。したがって，外周面位置決め用
片は保持容器の外周面と接触しており，外周面位置決め用片と保持容器とが電気的
に導通していることは明らかである。さらに，保持容器頂面位置決め用片は，上記
イのとおり，位置決めのために，保持容器の頂面に当接している。当接とは機械的
に接触していることであるから，ともに金属製からなる保持容器頂面位置決め用片
と保持容器とは当接によって電気的に導通していることは明らかである。そして，
保持容器外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片の位置決め用片を水
晶振動子本体アース用外部端子とすることは，引用刊行物に記載されており（審決
も認定している。審決書２２頁４～５行），保持容器の位置決め用片を水晶振動子
本体アース用外部端子とすることは，本件特許出願当時既に周知・慣用の技術であ
る。



    (3)　本件発明の構成要件を分説すると，
      Ａ　リード端子を有する水晶振動子片を金属ケースよりなる保持容器内に封
入して水晶振動子本体を構成し，保持容器の底部から同じ側に導出された２本のリ
ード端子に外部端子を接続してモールドするものにおいて，
      Ｂ　前記保持容器の外周面の形状に適合する曲面を有する保持容器外周面位
置決め用片と，
      Ｃ　前記保持容器の頂面に当接する保持容器頂面位置決め用片とを設け，
      Ｄ　前記外周面位置決め用片と保持容器頂面位置決め用片により水晶振動子
本体を位置決めしてモールドすると共に，
      Ｅ　前記外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子
本体アース用外部端子としたことを特徴とする水晶振動子。
      となる（以下「構成要件Ａ」などという。）。
      　そして，構成要件Ａ，Ｃ，Ｄ，Ｅは従来考案の構成ａ，ｃ，ｄ，ｅと同一
であり，構成要件Ｂは従来考案の構成ｂと実質的に同じである。
    (4)　したがって，従来考案を引用発明として認定しなかった審決の誤りは，そ
の結論に影響を及ぼすものであることが明らかである。
  ３　取消事由３（引用発明認定の誤り）
    　審決は，出願考案を前提とした引用発明の認定を誤り，その結果，一致点・
相違点の認定を誤って，本件発明と引用発明の同一性を否定したものであるから，
取り消されるべきである。
    (1)　審決は，引用刊行物には，引用発明の「該リードフレーム(13’)は，圧電
振動子(11)ケースの頂面と導電性の固着部材(26)で固着されるものの，ケースの
「頂面に当接する」との記載は認められない。」（審決書２１頁２９行～３１行）
とし，引用発明と本件発明との相違点として，引用発明にあっては，保持容器外周
面位置決め用片と保持容器頂面位置決め用片に相当する「リードフレーム(13’)」
が，「保持容器の頂面に当接する」ものであるかも明らかではないと認定してい
る。
    (2)　しかし，前記２(2)イのとおり，従来考案においても，リードフレーム１
３’によって保持容器の外周面を保持し，頂面を当接して，圧電振動子１１が位置
決めされていることは明白である。そして，出願考案は，従来考案において，保持
容器頂面位置決め用片を保持容器の頂面に当接させて，水晶振動子本体を位置決め
しているものを，保持容器の頂面の当接部分を導電性の固着部材により水晶振動子
本体が動かないように完全に固定したものであり，モールドの際の高圧によっても
位置ズレを起こさないようにしたものである。したがって，出願考案は従来考案の
すべての構成要件を共通に有しているのであり，固着部材に関する構成は，本件発
明との対比でいえば，単に追加的なものであるにすぎず，固着部材の追加がなくて
も，保持容器の頂面は位置決めされていたものである。すなわち，リード線を所定
の位置に半田等で固着し，さらに樹脂により所定形状でモールドするためには，か
かる位置決めが必要であり，従来考案においてもかかる実施の効果を生じさせてい
たはずだからである。よって，出願考案にも，本件発明の構成要件に該当する技術
思想がすべて開示されているのであり，出願考案も本件発明と同一で
あることが明らかである。
      　上記のとおり，出願考案に係る引用発明を前提としても，本件発明は引用
発明と同一であり，審決の上記認定判断は，誤りである。
第４　被告の反論の要点
  １　取消事由１（手続違法）に対し
    　原告は，審判手続において，引用刊行物が特許法２９条の２に規定する他の
実用新案登録出願に該当すると主張し，引用刊行物に記載された考案と対比すると
して，構成要件Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄについては引用刊行物の従来技術と対比し，同Ｅに
ついては引用刊行物の出願考案と対比しているのであって，引用刊行物の明細書又
は図面に記載された考案が特許法２９条の２の「考案」に該当すると主張していた
ものである。
    　審決は，出願考案及び従来技術をすべて考慮して判断したものであって，原
告主張の違法はない。
  ２　取消事由２（不適格な引用発明の認定）に対し
    　従来考案を本件発明と対比すべき引用発明として認定しなかった審決に何ら
違法はない。そもそも従来考案には，アースについての一切の開示，示唆がなされ
ておらず，「モールド後に圧電振動子がモールドした表面より浮き出る恐れも生じ



ていた」などの記載もあり，従来考案においては導通できないのに対し，出願考案
は，従来考案の不具合を解消し，アースについても開示されているのであって，出
願考案を中心に判断した審決は正当である。
  ３　取消事由３（引用発明認定の誤り）に対し
    　引用刊行物には，保持容器頂面位置決め用片が保持容器の頂面に当接してい
ることは明記されていないのであるから，第２図を見ても当接されているかどうか
は分かるはずはないのである。
    　そもそも従来考案において，リードフレーム１３’が保持容器の頂面に当接
しているのであれば，出願考案において，固着部材として「絶縁性」のものと「導
電性」のものとの双方を示し，「導電性」ものの場合に導通する，と記載する必要
は全くない。当接していてかつ固着部材が両者の固定状態を確実にするだけのもの
であるならば，接触により導通でき，「絶縁性」の固着部材でも導通は確保できる
からである。あえて固着部材として「絶縁性」のものと「導電性」のものとの双方
を示し，「導電性」のものの場合には導通するということは，「絶縁性」のもので
は導通を確保できないということである。また，引用刊行物の「従来技術」の説明
にアースについて一切の開示，示唆がなされていない点からも接触がないことは明
らかである。
    　なお，上記のことは，「リードフレーム」と「圧電振動子」が直接接触して
いる部位が存在しないこと，つまり「適合」もないことをも示している。
    　いずれにしても，従来考案にも出願考案にも，本件発明と同一の構成が示さ
れていないことは明らかである。
第５　当裁判所の判断
  １　取消事由１（手続違法）について
    (1)　原告は，審判請求において，従来考案と本件発明とが実質的に同一である
ことを本件発明に係る特許の無効理由として主張したのに，審決がこの点について
判断していない（特許法１５７条２項４号違反）旨主張する。
      　しかし，原告の審判請求書（甲１６）には，「特許無効の理由の要点」と
して，「本件特許の特許請求の範囲第１項に係る発明は，本件特許出願前の実用新
案登録出願に係る願書に最初に添付した明細書・図面に記載された考案である甲第
１号証（判決注・引用刊行物）に，･･････に開示されている本件出願時の周知・慣
用技術を付加したものにすぎず，したがって，本件特許の特許請求の範囲第１項に
係る発明は，甲第１号証に記載された考案と実質的に同一であるから，特許法第２
９条の２の規定により特許を受けることができず，･･････無効とすべきである。」
と記載されており（２頁），これによれば，原告は，引用刊行物（実願昭５９－１
２５８３９号（実開昭６１-４００３２号）のマイクロフィルム）を引用し，本件発
明が引用刊行物に記載された考案と実質的に同一であり，特許法２９条の２に該当
することを理由に無効審判を請求しているものであって，引用刊行物に記載された
考案のうち特に従来考案のみに基づいて無効を主張したものでないことは明らかで
ある（なお，審判請求書には，本件発明と引用刊行物に記載された発明の対比とし
て，本件発明の構成が「甲第１号証において，実用新案登録出願に係る従来技術と
して記載されている｡」とする記載部分（６頁～８頁）があるが，同時に「甲第１号
証に記載されている」との記載部分（８頁）もあるのであって，原告が本件発明と
従来考案との対比のみに限定して本件発明と引用刊行物に記載された発明との同一
を主張していたものでないことも明らかである。）。
      　そして，審決は，別紙審決書写しのとおり（１７頁～２５頁），従来考案
を含めて引用刊行物の記載事項について検討し，本件発明と対比判断した上で，本
件発明は引用刊行物に記載された考案と同一であるとは認められないと判断したも
のであって，審決に，「審決の結論及び理由」が記載されていないということはな
く，特許法１５７条２項４号に違反した違法はない。
      　上記のとおり，審決が原告の主張した無効理由について何ら判断していな
いとの原告の主張は，その前提において誤っているものであって，失当である。
    (2)　また，原告は，審決は原告の申し立てていない無効理由について，原告に
通知し，意見を申し立てる機会を与えないで判断したものである（特許法１５３条
２項違反）旨主張する。
      　しかし，前記のとおり，原告は，本件発明が引用刊行物に記載された考案
と実質的に同一であり，特許法２９条の２に該当することを理由に無効審判を請求
しているものであり，審決は，その申し立てられた理由の範囲内で，原告が引用し
た引用刊行物に記載された考案を認定し，無効理由の存否について判断したもので



あって，原告の申し立てていない無効理由について判断したものではないから，特
許法１５３条２項所定の手続を執る必要はなく，原告の上記主張は，その前提にお
いて誤っているものであり，失当である。
  ２　取消事由２（不適格な引用発明の認定）について
      原告は，本件発明と対比すべき引用発明として，従来考案の内容を認定すべ
きであるのに，適格性を欠く出願考案を引用発明として認定したのは誤りである旨
主張する。
    (1)　引用刊行物には，次の記載等がある（甲１）。
    　ア　「圧電振動子のリード線をリードフレームに固着し該リードフレームの
一部を残して全体を物質でモールドする圧電体において，該リード線を熱硬化性の
導電性固着部材で固着し，かつ該圧電振動子を他のリードフレームに固着部材で固
着したことを特徴とする圧電体。」（実用新案登録請求の範囲）
    　イ　「［従来技術の説明］・・・第２図に示す断面図のように，既に気密封
止されている円筒形状の圧電振動子１１のリード線１２をリードフレーム１３に，
ハンダ１４で固着し，リードフレームの一部を残して圧電体１０全体を金型に入れ
樹脂等の物質１５でモールドすることが出来る。これにより，ＩＣ基板の形状とな
り自動装着等に便利な形状となっているものである。しかし，モールドする際，高
温高圧が加わるために圧電振動子１１のリード線１２とリードフレーム１３とのハ
ンダ付け１４部分がハンダであり，ハンダは熱可塑性のために熱くなりはずれてし
まうおそれがある。また，圧電振動子１１は他のリードフレーム１３’に位置合わ
せされているものであるが，モールドの際の高圧により移動してしまいモールド後
に圧電振動子がモールドした表面より浮き出る恐れも生じていた。」（２頁６行～
３頁３行）
    　ウ　「［本考案の目的・構成］本考案は，前述した欠点を改善したものでモ
ールドの際の高温により生じるリード線固着部分の剥がれによる導通不通を防ぎ，
また，圧電振動子のリードフレームからの位置ずれを防ぐことを目的としている。
本考案の目的を達成させる為，本考案では，圧電振動子のリード線をリードフレー
ムに固着し該リードフレームの一部を残して全体を物質でモールドする圧電体にお
いて，該リード線を熱硬化性の導電性固着部材で固着し，かつ該圧電振動子を他の
リードフレームに固着部材で固定した構成の圧電体である。」（３頁４行～１６
行）
    　エ　「［実施例の説明］第１図は，本考案の実施例を示す断面図である。圧
電振動子１１は，内部に励振電極を施された圧電振動板が支持具により固着され，
真空雰囲気かＮ２封止された気密構造であり，リード線１２が引き出されリードフ
レーム１３に載置されている。これに高温にも堪えられるようポリイミド系やエポ
キシ系の熱硬化性の導電性固着部材２４により導通を保たせてある。これによって
物質１によるモールドの熱が加わっても，導電性固着部材２４は熱硬化性であるた
め熱可塑性のハンダのように溶融することがないため，モールドの際に固着部分の
はずれを起こすことがない。一方，リード線１２を固着したリードフレーム１３と
は反対側にあるリードフレーム１３’は圧電振動子１１の位置合わせに使われてい
るものであるが，物質１５によるモールドの際の高圧により位置がズレてしまい，
最悪の場合には圧電振動子の一部がモールドの表面から浮き出てしまう等の不具合
があった。そこで，リードフレーム１３’に圧電振動子１１を位置合わせした後，
固着部材２６により圧電振動子１１を固着する。これにより圧電振動子１１は物質
１５によるモールドの際の高圧が加わってもリードフレーム１３’との位置ズレを
起こすことなくモールドさせることができる。」（３頁１７行～５頁２行）
    　オ　「［本考案の効果］本考案は，圧電振動子をリードフレームに固着した
後，リードフレームの一部を残して全体を物質でモールドした圧電体が，モールド
の際の高温高圧により生じる不具合を改善したものであって，・・・。また，圧電
振動子は他のリードフレームに位置合わせがなされて固着部材で固着されているた
め，モールドの際の高圧によって圧電振動子とリードフレームとに位置ズレを起こ
すことがなく，モールドさせることが出来る。・・・圧電振動子と他のフレームと
の固着部材としては，導電性，絶縁性のどちらのものでも良い。もし，導電性のも
のを使用した場合圧電振動子のケースとリードフレームが導通するためシールドの
ための端子として使用できる。」（５頁３行～６頁８行）
    　カ　図面第１図，第２図は，いずれも概略の断面図であり，寸法が明示さ
れ，相互の位置関係が明確にされた設計図ではない。また，各図面からは，リード
フレーム１３’と圧電振動子１１が接触しているか明確でなく，リードフレーム１



３の一部と圧電振動子１１が接触しているかも明らかでない。
    (2)　以上によれば，引用刊行物には，審決が認定した前記第２の３(1)記載の
とおりの発明（出願考案）が記載されていることが認められ，本件発明との同一性
を検討するに当たって対比すべき引用発明として，適格性に欠けるところはない。
      　原告は，引用刊行物の［従来技術の説明］及び第２図に係る考案である従
来考案を引用発明として認定すべきであると主張する。しかし，引用刊行物の上記
記載によれば，従来考案においては，「圧電振動子１１は他のリードフレーム１
３’に位置合わせされているものであるが，モールドの際の高圧により移動してし
まいモールド後に圧電振動子がモールドした表面より浮き出る恐れも生じていた」
ものであるのに対し，本件発明は，「水晶振動子本体の位置決めが容易で，しかも
モールド時の樹脂の流れにより水晶振動子本体が傾いてリードの溶接がはずれたり
することがなくなる････」（本件明細書（甲９）２頁４欄１２～１４行）という目
的のための構成をもつものである。そうすると，従来考案は，本件発明が解決しよ
うとする課題を残したままのものであるといわなければならず，本件発明と対比す
べき引用発明として適切とはいえないことが明らかである。
      　なお，原告は，従来考案を引用発明として認定すべきであるとする前提と
して，従来考案の構成（ａ～ｅ）は本件発明の構成要件のすべてを実質的に有して
いる旨主張するもののようである。
      　しかし，原告が主張する従来考案の構成ｃ（前記保持容器の頂面に当接す
る保持容器頂面位置決め用片（リードフレーム１３’）を有している）についてみ
れば，前記のとおり，引用刊行物の［従来技術の説明］に，「圧電振動子１１は他
のリードフレーム１３’に位置合わせされているものである」との記載があるもの
の，「モールドの際の高圧により移動」してしまう可能性があるものであり，その
位置合わせもどのようにされているのか明らかでなく，圧電振動子１１が他のリー
ドフレーム１３’に接触しているかどうかも記載されていないのであるから，それ
が保持容器の頂面に当接する保持容器頂面位置決め用片として設けられているもの
とは認められず，また，前記のとおり，第２図は概略の断面図にすぎず，同図から
は，他のリードフレーム１３’が保持容器の頂面に当接していると認めることもで
きないのであって，従来考案が原告主張の構成ｃ（本件発明の構成要件Ｃに相当す
る。）を有するとはいえない。原告は，「保持容器の頂面に当接する」構成とする
ことは周知の技術事項であるから，従来考案において，リードフレーム１３’によ
って保持容器の外周面を保持し，頂面を当接して，圧電振動子１１が位置決めされ
ていることは明白であるとも主張するが，周知の技術事項であっても，常に自明的
に採用されるとは限らないのであり，モールドの際の高圧により移動してしまう可
能性がある従来考案において，位置決めのためにリードフレーム１３’を保持容器
の頂面に当接する構成が当業者に自明の技術事項として実質的に開示されていると
認めることはできないから，原告の上記主張は採用できない。従来考案が実施又は
実施可能な一定の技術的効果を有していたことは，上記判断を何ら左右するもので
はない。
      　また，原告が主張する従来考案の構成ｅについても，上記のとおり，引用
刊行物の［従来技術の説明］及び第２図からは，圧電振動子１１が他のリードフレ
ーム１３’に接触しているかどうかが明らかでないのであるから，従来考案におい
て，外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース
用外部端子とすることができるとは認められず，従来考案が原告主張の構成ｅ（本
件発明の構成要件Ｅに相当する。）を有するとはいえない。
      　したがって，従来考案が本件発明の構成要件のすべてを実質的に有してい
ることを前提に，従来考案を引用発明として認定すべきであるとする旨の原告の主
張は，その前提において失当であるというほかない。
    (3)　以上のとおり，審決が，引用刊行物の記載から出願考案を引用発明として
認定したことは相当であり，原告の主張は採用の限りでない。
  ３　取消事由３（引用発明認定の誤り）について
    　原告は，出願考案は，従来考案において，保持容器頂面位置決め用片を保持
容器の頂面に当接させて，水晶振動子本体を位置決めしているものを，保持容器の
頂面の当接部分を導電性の固着部材により水晶振動子本体が動かないように完全に
固定したものであり，モールドの際の高圧によっても位置ズレを起こさないように
したものであるから，従来考案のすべての構成要件を共通に有していると主張す
る。
    　しかし，従来考案において，保持容器頂面位置決め用片が保持容器の頂面に



当接する構成を有していると認めることはできないことは前記のとおりであり，従
来考案がそのような構成を有していることを前提とする原告の主張は失当である。
また，前記引用刊行物の記載によれば，出願考案は，従来考案において「圧電振動
子１１は他のリードフレーム１３’に位置合わせされているものであるが，モール
ドの際の高圧により移動して」しまう可能性があることから，その移動等を防ぐた
めに，圧電振動子を他のリードフレームに固着部材で固定する構成を採ることとし
たものであって，出願考案において，固着部材に関する構成は必須の構成要件であ
り，固着手段として，保持容器の頂面に当接する保持容器頂面位置決め用片を設け
ることは前提とされておらず，また，引用刊行物には，リードフレーム１３’が圧
電振動子１１の頂面に当接しているとの記載もない。
    　したがって，出願考案においては，保持容器頂面位置決め用片を保持容器の
頂面に当接させて，水晶振動子本体を位置決めするという構成を有していないこと
は明らかであり，少なくともこの点で引用発明が本件発明と実質的に同一の構成を
もつものと認めることはできない。
    　原告の上記主張は理由がなく，審決の引用発明の認定及び一致点・相違点の
認定に誤りはない。
  ４　結論
    　以上のとおりであるから，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，その
他，審決にこれを取り消すべき誤りは認められない。
      したがって，原告の本訴請求は理由がないから，これを棄却することとし，
行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
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